
○嬉野市公衆無線ＬＡＮ広告掲載要綱 

平成２７年１２月２８日 

告示第１１１号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、嬉野市広告掲載取扱規則（平成１９年嬉野市規則第１５号。

以下「規則」という。）の規定に基づき、市が管理する公衆無線ＬＡＮ（以下「市

公衆無線ＬＡＮ」という。）を広告媒体とする広告掲載に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「広告」とは、電子的に処理された画像を表示できる情

報で、広告を掲載する者（以下「広告主」という。）の指定するホームページに

リンクする機能を有するものをいう。 

（基本原則及び基準の適用範囲） 

第３条 規則第３条及び第４条の基本原則及び基準の規定は、広告主が指定するリ

ンク先のホームページの内容についても、適用するものとする。 

（広告掲載の位置及び枠数） 

第４条 広告掲載の位置及び枠数は、次のとおりとする。 

（１） 位置 市公衆無線ＬＡＮログイン後の広告表示画面 

（２） 枠数 ６枠 

（広告の規格等） 

第５条 広告の規格は、次のとおりとする。 

（１） 大きさ 縦２５０ピクセル×横３００ピクセル 

（２） 形式 GIF又はJPEG 

（３） データ容量 １００キロバイト以下 

２ 広告は、次の各号に掲げるものによる表現を制限する。 

（１） アラートマーク、アニメーション又はフラッシュ等点滅するもの 



（２） 反転表示又は画面の切換わりがあるもの 

（３） テキストボックスが表示されているもの 

（４） プルダウンメニューが表示されているもの 

（５） 閉じる、いいえ、キャンセル等のボタン又はラジオボタンを使用するも 

    の 

（６） 市に関する情報と錯誤するおそれのあるもの 

（７） 前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと市長が認めるもの 

（広告掲載の募集方法） 

第６条 広告の募集は、市報及び市ホームページにおいて公募する。 

（広告掲載の期間） 

第７条 広告掲載の期間は、それぞれの月の第１開庁日から１箇月を単位とし、１

２箇月を限度とする。 

（広告掲載の申込み及び決定） 

第８条 市公衆無線ＬＡＮに広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）

は、市公衆無線ＬＡＮ広告掲載申込書（様式第１号）により、掲載しようとする

広告の原稿を添えて、市長に申込まなければならない。 

２ 広告掲載の申込みは、申込者１人につき１枠とし、同一申込者の複数枠の広告

掲載はできないものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により申込みがあった広告の掲載の可否を、規則第７条

第１項の規定により設置する委員会の審査を経て、市公衆無線ＬＡＮ広告掲載決

定通知書（様式第２号）により、当該結果を申込者に対し、通知するものとする。 

４ 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、掲載枠数を超えて申込みがあった

場合は、市内に事業所等を有するものを優先する。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第９条 広告原稿（広告掲載が決定した原稿をいう。以下「バナー」という。）は、

広告主の負担で作成し、市長が指定する期日までに第５条に規定する規格で電子

媒体により提出するものとする。 



（広告掲載料） 

第１０条 広告掲載料は、１枠月額１,０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

とし、広告主は、掲載期間の広告掲載料を広告掲載の決定を通知した日から３０

日以内に納入しなければならない。 

（広告掲載の取消し） 

第１１条 市長は、規則第１３条第１項の規定により広告掲載の承認を取消した場

合は、直ちに広告掲載を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対し

て理由を付して、その旨を通知するものとする。 

３ 規則第１３条第１項第３号に規定する、広告主が広告掲載の取消しを申出ると

きは、市公衆無線ＬＡＮ広告掲載取消申出書（様式第３号）を市長に提出し、承

認を受けなければならない。 

（広告掲載料の還付） 

第１２条 規則第１２条の規定により還付する広告掲載料は、市が当該広告の掲載

期間において当該広告を掲載しなかった日数に応じて、第１０条に規定する広告

掲載料に基づき、日割りによる計算により算出した金額を広告主に返還する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、市の公衆無線ＬＡＮ

の運営できない場合は、当該日数に係る広告掲載料は返還しないものとする。 

（１） 機器等の保守又は工事を行う場合 

（２） 機器等のシステム障害等が発生した場合 

（３） 天災、事変その他の非常事態が発生した場合 

３ 前条の規定により、広告掲載を取り消した場合においての納付済みの広告掲載

料は、還付しないものとする。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合

は、広告の取消しを通知した日の属する月の翌々月以降の掲載期間に係る広告掲

載料を還付するものとする。 

４ 前各項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。 

 



（広告の変更） 

第１３条 広告主は、広告掲載の期間が複数月の場合は、当該バナーを原則として、

１箇月単位で変更することができるものとする。 

２ 前項の規定によりバナーを変更する場合において、第８条第１項及び第２項並

びに第９条の規定を準用する。 

（リンク先の変更） 

第１４条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から

起算して５日前までに、その旨及び理由を市長に届け出るものとする。 

（広告主の責務） 

第１５条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容そ

の他広告掲載の一切について責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権

の不適正な処理及び第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行っては

ならない。 

２ 広告主は、広告掲載により、第三者に対し、前項に規定する行為を行った場合

は、自らの責任及び負担において、解決しなければならない。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


